
決 議 

 

新型コロナウイルス感染症の影響で受診抑制が拡がり、歯科医療機関の経営は厳しさを増

している。このままでは経営が立ち行かなくなる歯科医療機関が多くなるだけでなく、歯科

医療に従事する人材を確保できない恐れがあり、地域医療の崩壊が懸念される。 

第２波が想定される中で、感染拡大防止のため、診療間隔を空けた上で患者の体調のチェ

ックを行い、感染防止対策に必要な機材を多用するなどの体制整備を強化している。現状の

診療報酬の評価だけでは、とても足りない、国や都は、速やかに必要な補償と医療物資の供

給を行うべきである。 

患者が減ったことにより、多くの歯科医療機関で平均点数が高くなっている。高点数を理

由に行う指導は、必要な医療の提供を歯科医療機関にためらわせるため、高点数による指導

は廃止するべきである。 

2020 年診療報酬改定では歯科点数表の初診料の注１に規定する施設基準を届け出した場

合の初・再診料が引き上げられるなど評価する面もあるが、依然として歯科診療に対する適

切な評価には程遠い点数のままとなっている。全世代での口腔管理が実現していないなど、

今後の課題も明らかになっている。 

私たち歯科医師は患者と共に健康に向き合い、国連の「平和と公正をすべての人に」（持

続可能な開発目標 SDGs）という目標を共有する。 

私たちは、政府が推し進めている社会保障費を削減する動きや、患者への安心安全な医療

の実現を妨げる動きに断固反対し、国民の生活と歯科医療のより一層の充実に向けた運動を

国民とともに力を合わせ、推進するために、以下の要求を国民、政府及び歯科保険診療に携

わる全ての方に表明する。 

 

記 

 

一．国や都は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴って、診療時間の短縮や受け入れ患者の

減少により生じる減収などに対して補償を行うとともに、診療に必要な医療用マスクや

消毒用アルコールなどの供給体制を整備すること。 

一．国は、院内感染防止対策の診療報酬上の評価がコストに見合っていないことや歯周病重

症化予防治療の対象が限定されているなど、歯科の診療報酬の問題点を改善すること。 

一．国は、少なくとも現行の社会保障を後退させず、世界の国々が模範とする日本の社会保

障制度や自治体が実施する歯科保健に関する事業などを更に充実させること。  

一．国は、これ以上の患者負担増計画は中止し、医療保険や介護保険の自己負担率を引き下

げ国民の負担を軽減し、公費助成を充実させること。 

一．国は、高点数の保険医療機関を対象とした指導を行わないこと。 

一．私たち歯科医師は、命と健康や平和を妨げるすべての動きに反対する。 
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